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【書類名】      意⾒書 

【整理番号】     ２０１９－Ｔ０６１ 

【提出⽇】      令和 ２年 ８⽉１１⽇ 

【あて先】      特許庁審査官 殿 

【事件の表⽰】 

  【出願番号】   商願２０１９－１４８８００ 

【商標登録出願⼈】 

  【識別番号】   ５１９４２２０４９ 

  【⽒名⼜は名称】 株式会社Ｂｓｉｄｅ 

【代理⼈】 

  【識別番号】   １１０００２４１３ 

  【⽒名⼜は名称】 特許業務法⼈ベリーベスト国際特許事務所 

  【代表者】    児⽟ 道⼀ 

  【電話番号】   （省略） 

  【連絡先】    担当は弁理⼠児⽟道⼀ 

【発送番号】     １０６９４８ 

【意⾒の内容】 

第１．拒絶理由について 

 令和２年７⽉６⽇付発送の拒絶理由通知書に記載された、本願商標に対する拒 

絶理由は次のとおりです。 

 なお、以下では、理由１に係る商標法第３条第１項第３号の拒絶理由を「本件 

拒絶理由１」と、同理由中の商標法第４条第１項第１６号の拒絶理由を「本件拒 

絶理由２」と、理由２に係る商標法第４条第１項第８号の拒絶理由を「本件拒絶 

理由３」といいます。 

  

                理 由 １ 

■第３条第１項第３号（品質等表⽰）及び第４条第１項第１６号（品質等誤認） 

 この商標登録出願に係る商標（以下、「本願商標」といいます。）は、「ＲＵ 

ＡＮＮ」と標準⽂字（普通に⽤いられる⽅法）であらわしてなるところ、該⽂字 
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は、⼥性シンガーソングライター⼤⼭琉杏⽒の著名な略称である「ＲＵＡＮＮ」 

を表したものと認識させるものです。 

 そうしますと、本願商標をこの商標登録出願に係る指定商品及び指定役務中、 

第９類「録⾳⼜は録画済みのコンパクトディスク・ビデオディスク及びＤＶＤ， 

ダウンロード可能な⾳楽・⾳声・画像・映像・⽂字情報，電⼦出版物」、第１６ 

類「書籍」及び第４１類「放送番組の制作」等に使⽤するときには、これに接す 

る取引者、需要者は、当該商品及び役務に係る収録曲を歌唱、演奏する者が「Ｒ 

ＵＡＮＮ」であることを理解、認識するにとどまりますから、本願商標は、単に 

商品の品質（内容）、役務の質を普通に⽤いられる⽅法で表⽰する標章のみから 

なる商標にすぎないものというべきです。 

 したがって、本願商標は、商標法第３条第１項第３号に該当し、前記商品及び 

役務のうち、「ＲＵＡＮＮの歌唱、演奏に係る商品及び役務」以外の「商品及び 

役務」に使⽤するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を⽣じさせるおそれが 

ありますので、商標法第４条第１項第１６号に該当します。 

  

                理 由 ２ 

■第４条第１項第８号（他⼈の⽒名⼜は名称等） 

 この商標登録出願に係る商標は、「ＲＵＡＮＮ」と標準⽂字であらわしてなる 

ところ、該⽂字は、⼥性シンガーソングライター⼤⼭琉杏⽒の著名な略称である 

「ＲＵＡＮＮ」の⽂字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは 

認められません。 

 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第４条第１項第８号に該 

当します。 

  

第２．意⾒の内容 

 本願商標は、以下に述べる理由により、本件拒絶理由１乃⾄３に該当するもの 

ではありません。以下、具体的にご説明いたします。 
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１．本件拒絶理由１について 

 本件拒絶理由１の内容をみると、審査官殿は、本願商標の識別⼒を否定する根 
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拠（前提）として、「本願商標を構成する「ＲＵＡＮＮ」との⽂字は、⼥性シン 

ガーソングライターである⼤⼭琉杏⽒の著名な略称を表したものである」という 

点を挙げておられます。 

 しかしながら、以下で述べる実情等に照らせば、当該「ＲＵＡＮＮ」との⽂字 

が、本願商標の指定商品役務の分野（主に⾳楽関連業界）はもちろんのこと、こ 

れを超えて、広く多くの者に、「⼤⼭琉杏⽒の略称」として知られているとはい 

えない（つまり、著名ではない）ことから、本願商標に接する需要者が、「ＲＵ 

ＡＮＮ」との⽂字からなる本願商標をみて、これを⼥性シンガーソングライター 

である⼤⼭琉杏⽒（以下、「⼤⼭⽒」といいます。）の略称と理解認識すること 

はなく、むしろ、需要者は、これをみて、特定の意味合いを表すことのない⼀種 

の造語と理解認識するものと考えるのが⾃然です。 

 したがって、本願商標を、審査官殿が指摘する商品等（「録⾳⼜は録画済みの 

コンパクトディスク・ビデオディスク及びＤＶＤ」等）に使⽤したとしても、需 

要者は、当該商品等に係る収録曲を歌唱、演奏する者が「ＲＵＡＮＮとの略称か 

らなる⼤⼭⽒」であると理解認識することはないといえることから、本願商標が 

、これらの指定商品等との関係において、⾃他商品役務の識別標識としての機能 

を発揮することは明らかです。 

 そこで、以下では、この点について明らかにすべく、まずは、著名性の判断に 

おいて重要となる視点を明らかにし、次いで、この視点から、「ＲＵＡＮＮ」と 

の⽂字が⼤⼭⽒の著名な略称を表すものでないことについて順にご説明いたしま 

す。 

 なお、本願商標に対しては、⼤⼭⽒より、令和１年１２⽉２６⽇付けで、刊⾏ 

物等提出書及び資料１〜１７（当該「ＲＵＡＮＮ」との⽂字が⼤⼭⽒の著名な芸 

名であることの裏付資料。以下、これらの資料をそのまま「資料１」などといい 

ます。）が提出されているところ、審査官殿は、これらの資料も参考のうえ、「 

ＲＵＡＮＮ」との⽂字が⼤⼭⽒の著名な略称であると認定されたものと推測され 

ることから（本件拒絶理由通知書において、審査官殿が挙げる参考情報（以下、 
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「参考情報」といいます。）は資料１０、１１、１２、１３と同様です）、以下 

では、資料１〜１７の内容も踏まえて意⾒を進めることといたします。 

  

（１）著名性の判断において重要な視点 

 ア．活動の実績の程度 

 ある活動における実績が⾼い場合には、その活動は、その実績の⾼さ故に、広 

く多くの者に知られているといえることから、当該活動の際に使⽤される⽒名の 

略称もまた、これに伴い、広く多くの者に認知されている（つまり著名である） 

と考えるのが⾃然です（逆にいえば、その活動の実績が低い場合には、その者の 

⽒名の略称は、広く多くの者に認知されているとはいえません）。 

 そのため、ある者の⽒名の略称が著名であるか否かを判断するに際して、その 

者が当該略称を⽤いて⾏う活動の実績の程度（実績が⾼いか否か）を具体的に把 

握することは、とても重要な点といえます。 

  

 イ．活動の実績の程度の判断⼿法 

 上記のとおり、活動の実績の程度（実績が⾼いか否か）を具体的に把握するこ 

とは、ある者の⽒名の略称が著名であるか否かを判断するに際して、とても重要 

な点となりますが、その活動の実績の程度を具体的に把握するためには、その活 

動の事実のみを考慮するだけでは⾜りず、さらに、この活動の事実と「その活動 

の実績の程度を測る指標（例えば、当該活動分野の市場規模や当該分野で広く知 

られる他の者の実績等）」との適切な⽐較検討が必要になります。 

 この点について具体例を挙げて説明すれば、商品の売上が年間「１０万円」と 

いう事実（活動の事実）がある場合、この事実だけでは、その売上の具体的な実 

績の程度（業界での市場占有率はどれくらいなのか等）はわかりませんが（「※ 

１」）、この事実を、その活動の実績の程度を測る指標である「業界の市場規模 

１００万円」と⽐較すれば、「この年間の売上１０万円という事実は、市場占有 

率１０％に相当する」というように、その活動の具体的な実績の程度は⼀⽬瞭然 

となることから、このような例からも⾒て取れるとおり、活動の実績の程度を具 

体的に把握するためには、その活動の事実のみではなく、さらに、この事実と、 
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その実績の程度を測る指標との適切な⽐較検討が必要になるのであります。 

  

「※１」 

 補⾜すると、「１０万円」という⾦額が売上として⾼いか否かは、これとの⽐ 

較の対象がなければ判断することができません。例えば、この「１０万円」を全 

体の⾦額（市場規模）「２０万円」と⽐較した場合、ここでの「１０万円」は全 

体の「５０％」を占めることから、売上としては⾼いものといえますが、この「 

１０万円」を全体の⾦額「２００万円」と⽐較した場合、ここでの「１０万円」 

は全体の「５％」を占めるにすぎないことから、売上としては低いものであると 

判断することができます。このように、ある数が多いか否か（つまり、その事実 

の実績が⾼いか否か）は、これと⽐較する数の⼤きさによって決せられることか 
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ら、単に「１０万円」の売上（活動の事実）が⾼いか否かといわれても、これと 

の⽐較の対象（市場規模等）がなければ、これを判断することはできません。 

  

 ウ．⼩括 

 したがって、これらのことからすれば、ある者の⽒名の略称が著名であるか否 

かを判断するにあたっては、その者が当該略称を⽤いて⾏う活動の実績の程度を 

、その活動の事実と業界の市場規模等の「その活動の実績の程度を測る指標」と 

の関係性から（つまり、これらを⽐較して）、具体的に把握することが、⾮常に 

重要な視点であるということができます。 

 なお、このことは、過去の裁判例（⼤阪地裁平成２５年（ワ）第１２７号 甲 

１）において、「販売数量等を前提としたとしても、原告商品の市場占有率等に 

ついて、周知性の獲得を根拠づける⽴証はない」との理由から、原告標章の周知 

性が否定されていることや（「※２」）、本件と同様の事案（⾳楽グループ名の 

商標の識別⼒が否定された事案）に関する審決において、⾳楽グループの周知著 

名性を判断するに際し、活動の実績の程度を⽰す「⾳楽のランキング情報（ＣＤ 

等の販売実績）」が考慮されている点からしても（「※３」）、明らかといえる 

でしょう（甲２、甲３、甲４）。 
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「※２」 

 この裁判例は、本件とは異なる事案であるものの、周知性の判断において「市 

場占有率」等の⽴証を求めていることから、この裁判例の考えが上記出願⼈の主 

張と同様の考えに⽴つことは明らかです。つまり、上記裁判例の判決内容からす 

ると、この裁判例では、原告標章の周知性を認めるためには、活動の事実である 

「販売数量等」の⽴証だけでは⾜りず、この販売数量等が市場規模等（活動の実 

績の程度を測る指標）との⽐較から、どれほどの「市場占有率」を有するのかと 

いう点の⽴証も必要である、といっているに他ならないのであるから、この裁判 

例が上記出願⼈の主張と同様の考えに⽴つことは明らかということであります。 

よって、この裁判例は、上記出願⼈の主張を裏付ける⼀つの根拠事例ということ 

ができます。 

  

「※３」 

 ⾳楽のランキング情報は、⾳楽グループや歌⼿（本件ではシンガーソングライ 

ター）が販売した曲（ＣＤ等）が、他の⾳楽グループ等の曲（活動の実績の程度 

を測る指標）と⽐較して、その活動の分野である⾳楽業界の市場でどれほどの売 

上を上げたのかということを⽰すものであって、⾳楽市場における曲の売上シェ 

ア（ＣＤ等の販売実績）を表すものに他ならないことから、⾳楽のランキング情 

報が、その曲を販売した⾳楽グループ等の活動の実績の程度を⽰すものであるこ 

とは明らかです。したがって、上記の審決において、⾳楽グループの周知著名性 

を判断するに際し、このような「⾳楽のランキング情報（ＣＤ等の販売実績）」 

が考慮されていることからすれば、これらの審決が上記出願⼈の主張と同様の考 

えに⽴つことは明らかです。よって、これらの審決は、上記出願⼈の主張を裏付 

けるものといえます。 

  

（２）著名な略称ではないこと 

 ア．資料１〜１７及び参考情報について 

 資料１〜１７や参考情報には、⼤⼭⽒に関するＷｉｋｉｐｅｄｉａの情報、Ｇ 

ｏｏｇｌｅでの検索結果、ＹｏｕＴｕｂｅでの検索結果、Ｔｗｉｔｔｅｒ等のＳ 
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ＮＳのフォロワー数、⼤⼭⽒が歌う楽曲がテレビアニメのエンディングテーマ曲 

等に採⽤された事実、⼤⼭⽒が紹介された新聞の記事、⼤⼭⽒が各種メディアに 

出演した事実、⼤⼭⽒が歌う楽曲が紹介されたＷｅｂページ及び⼤⼭⽒に関する 

Ｔｗｉｔｔｅｒでの投稿⽂等が⽰されているところ、これらの資料や参考情報は 

、その内容からして、「ＳＮＳでのフォロワー数が何⼈いる」、「楽曲がエンデ 

ィングテーマ曲に採⽤された」等というように、いずれも、事実（活動の事実） 

そのものを⽰すにすぎないものであることから、上記「著名性の判断において重 

要な視点」の項で述べた点（以下、「重要な視点」ということがあります。）に 

鑑みれば、これらの資料等のみで（つまり、活動の事実のみで）、⼤⼭⽒のシン 

ガーソングライターとしての活動の実績の程度を具体的に把握することができな 

いことは明らかです（つまり、「これらの活動の事実」と「その活動の実績の程 

度を測る指標」との⽐較等（楽曲の⾳楽ランキングでのランク状況の確認や既に 

著名性を獲得している他のシンガーソングライターの実績等との⽐較）がなされ 

ていない以上、その活動の実績の程度はわからないということです）。 

 したがって、このような重要な視点を踏まえれば、資料１〜１７や参考情報は 

、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字が⼤⼭⽒の著名な略称であることを証明するには⾜り 

ないことから、これらの資料等のみで、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字が⼤⼭⽒の著名 

な略称であるということはできません。 

  

 イ．著名性の判断おいて重視な視点を踏まえた判断 
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 上記のとおり、資料１〜１７や参考情報のみからでは、「ＲＵＡＮＮ」との⽂ 

字が⼤⼭⽒の著名な略称であるということはできませんが、さらに、これらの資 

料等に⽰される活動の事実と、その活動の実績の程度を測る指標との⽐較等を⾏ 

えば、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字が⼤⼭⽒の著名な略称でないことは、より明らか 

といえます。 

 そこで、以下では、これらの⽐較から、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字が⼤⼭⽒の著 

名な略称ではないことについて、積極的に意⾒を⾏います。 

  

（ア）⼤⼭⽒の楽曲 
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 資料１乃⾄３（資料２及び３は、資料１の訳⽂と思われます）、１０乃⾄１３ 

（参考情報）及び１６には、⼤⼭⽒が「ＲＵＡＮＮ」との名称を⽤いて複数の楽 

曲をリリースした事実や、その内の４曲がアニメやドラマ等の主題歌等に採⽤さ 

れた事実が⽰されているところ、これらの楽曲は、いずれも、年間等を通じて継 

続的に次の⾳楽ランキングにランクされているものではないことから（甲５〜甲 

３６）、これらの楽曲の⾳楽市場における曲の売上シェアは極めて低いと考える 

のが⾃然です。 

 したがって、このような⾳楽ランキングの状況に鑑みれば、この点における⼤ 

⼭⽒の活動の実績の程度が⾼くないことは明らかです。 

 なお、資料１乃⾄３には、「Ｔｈｅｒｅｓ Ｎｏ Ｅｎｄｉｎｇ」という楽曲 

が、２０１８年１１⽉２１⽇の「ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ Ｄｏｗｎｌ 

ｏａｄ Ｓｏｎｇｓ」（週間ランキング）の第３７位にランクした事実が⽰され 

ているが、この楽曲は、１か⽉も経たないうちに、「ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡ 

ＰＡＮ Ｄｏｗｎｌｏａｄ Ｓｏｎｇｓ」のランク圏外となっていることから（ 

２０１８年１２⽉１０⽇の「ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ Ｄｏｗｎｌｏａ 

ｄ Ｓｏｎｇｓ」（週間ランキング）では、既にランクされておりません。甲３ 

７）、上記⼤⼭⽒の楽曲が年間等を通じて継続的に⾳楽ランキングにランクされ 

ていない以上、このような⼀時的なランキングの状況によって、⼤⼭⽒の楽曲の 

⾳楽市場における曲の売上シェアが急激に上昇すること等はあり得ません。 

 したがって、「Ｔｈｅｒｅｓ Ｎｏ Ｅｎｄｉｎｇ」という楽曲が、週間ラン 

キングの第３７位にランクされたという⼀時的な事実があるからといって、この 

点における⼤⼭⽒の活動の実績の程度が⾼いということはできません。 

 このことは、「Ｕ－ＫＩＳＳ」（⾳楽グループの名称）の商標の識別⼒が争わ 

れた事案（拒絶査定不服審判 審決⽇２０１３年５⽉２３⽇ 甲２）において、 

当該審決前の２０１０年から２０１２年の時期に、「Ｕ－ＫＩＳＳ」の楽曲が、 

オリコンのデイリーランキングで第３位にランクされた事実（５ｔｈシングル「 

Ｄｉｓｔａｎｃｅ・・・」）やオリコンの週間ランキングで上位にランクされた 

事実（１ｔｈ〜５ｔｈシングルが第５位〜第１０位に、４つのアルバムが第５位 

〜第４３位にランクされています）があるにもかかわらず（甲３８）、「Ｕ－Ｋ 
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ＩＳＳ」の楽曲が当時のオリコン等の年間及び⽉間の⾳楽ランキングの上位にラ 

ンクされていない事実を主な理由として（つまり、年間等を通じて継続的に⾳楽 

ランキングにランクされていないことを理由として）、「Ｕ－ＫＩＳＳ」の周知 

著名性が否定されていることからしても容易に理解されるところであります（換 

⾔すれば、上記「Ｕ－ＫＩＳＳ」の実績をもってしても、当該審決において、そ 

の著名性が否定されているのであるから、これよりも低い実績である上記⼤⼭⽒ 

の実績（楽曲の⼀つが週間ランキングの第３７位にランクされたという事実）を 

もって、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字が⼤⼭⽒の著名な略称であるといえないことは 

明らかということです）。 

  

［調査した⾳楽ランキング］ 

■ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ ＨＯＴ１００ ２０１５年（甲５） 

■ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ ＨＯＴ１００ ２０１６年（甲６） 

■ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ ＨＯＴ１００ ２０１７年（甲７） 

■ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ ＨＯＴ１００ ２０１８年（甲８） 

■ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ ＨＯＴ１００ ２０１９年（甲９） 

■オリコン年間シングルランキング ２０１５年度（甲１０） 

■オリコン年間シングルランキング ２０１６年度（甲１１） 

■オリコン年間シングルランキング ２０１７年度（甲１２） 

■オリコン年間シングルランキング ２０１８年度（甲１３） 

■オリコン年間シングルランキング ２０１９年度（甲１４） 

■オリコン年間アルバムランキング ２０１５年度（甲１５） 

■オリコン年間アルバムランキング ２０１６年度（甲１６） 

■オリコン年間アルバムランキング ２０１７年度（甲１７） 

■オリコン年間アルバムランキング ２０１８年度（甲１８） 

■オリコン年間アルバムランキング ２０１９年度（甲１９） 

■オリコン⽉間シングルランキング ２０２０年１⽉度（甲２０） 

■オリコン⽉間シングルランキング ２０２０年２⽉度（甲２１） 

■オリコン⽉間シングルランキング ２０２０年３⽉度（甲２２） 



/
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■オリコン⽉間シングルランキング ２０２０年４⽉度（甲２３） 

■オリコン⽉間シングルランキング ２０２０年５⽉度（甲２４） 

■オリコン⽉間シングルランキング ２０２０年６⽉度（甲２５） 

■オリコン⽉間アルバムランキング ２０２０年１⽉度（甲２６） 

■オリコン⽉間アルバムランキング ２０２０年２⽉度（甲２７） 

■オリコン⽉間アルバムランキング ２０２０年３⽉度（甲２８） 

■オリコン⽉間アルバムランキング ２０２０年４⽉度（甲２９） 

■オリコン⽉間アルバムランキング ２０２０年５⽉度（甲３０） 

■オリコン⽉間アルバムランキング ２０２０年６⽉度（甲３１） 

■ｍｏｒａ ２０１５ 年間ダウンロードランキング（甲３２） 

■ｍｏｒａ ２０１６ 年間ダウンロードランキング（甲３３） 

■ｍｏｒａ ２０１７ 年間ダウンロードランキング（甲３４） 

■ｍｏｒａ ２０１８ 年間ダウンロードランキング（甲３５） 

■ｍｏｒａ ２０１９ 年間ダウンロードランキング（甲３６） 

  

（イ）Ｇｏｏｇｌｅでの検索結果 

 資料４には、Ｇｏｏｇｌｅにおける「ＲＵＡＮＮ」とのキーワードの検索結果 

が「約５７万９０００件」ヒットした旨が⽰されているところ、このヒット件数 

は、Ｇｏｏｇｌｅでの正確な検索結果を表すものではないことから、このヒット 

件数が、⼤⼭⽒の活動の実績の程度を裏付けるものにならないことは明らかです 

。 

 このことを具体的に説明すると、甲３９及び甲４０に⽰すＧｏｏｇｌｅの担当 

者等の説明によると、Ｇｏｏｇｌｅの検索エンジンでは、「検索結果のページを 

迅速に表⽰するために、ひとまず、おおよその検索結果数（概算）を素早く表⽰ 

し、検索結果の次のページに進んだ場合等には、より正確な検索結果の数を算出 

して、これを表⽰する（検索結果の数が変動する）。」とのことから、この説明 

によれば、資料４に⽰されるＧｏｏｇｌｅの検索結果の数（ヒット件数「約５７ 

万９０００件」）は正確なものでなく、おおよその検索結果の数（概算）を表し 

たものということになります。 
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 したがって、Ｇｏｏｇｌｅにおける「ＲＵＡＮＮ」とのキーワードの検索結果 

が「約５７万９０００件」ヒットしたとしても、それは、単なる⽬安であって、 

正確な数値ではないのであるから、この事実より、正確な⼤⼭⽒の実績の程度を 

測ることはできません。 

 なお、念のため、再度、Ｇｏｏｇｌｅにおいて「ＲＵＡＮＮ」とのキーワード 

を検索したところ、現在での「ＲＵＡＮＮ」とのキーワードの検索結果数は、１ 

ページ⽬から８ページ⽬までが「４２万１０００件」、９ページ⽬が「８６件」 

との結果となっていることから（甲４１）、上記Ｇｏｏｇｌｅの担当者等の説明 

に従えば、これは、Ｇｏｏｇｌｅの検索エンジンが、ひとまず、「４２万１００ 

０件」という、おおよその検索結果数（概算）を表⽰し、検索結果のページを進 

めた結果（９ページ⽬まで進めた結果）、「８６件」という、より正確な検索結 

果の数を算出したものと考えらえます。 

 しかし、仮に、この「８６件」という数が、正確な「ＲＵＡＮＮ」とのキーワ 

ードの検索結果数であったとしても、この数から、⼤⼭⽒の活動の実績の程度が 

⾼いといいたいのであれば、その話題性から、⼤⼭⽒の「ＲＵＡＮＮ」との名称 

を⽤いてリリースした楽曲が、年間を通じて継続的に⾳楽ランキングにランクさ 

れたり、「ＲＵＡＮＮ」とのシンガーソングライターが世間で注⽬のシンガーソ 

ングライター等として紹介されていると考えるのが⾃然であるが、上記のとおり 

、⼤⼭⽒が「ＲＵＡＮＮ」との名称を⽤いてリリースした楽曲が、年間を通じて 

継続的に⾳楽ランキングにランクされている事実はなく、また、⼥性歌⼿アーテ 

ィストの⼈気ランキングＴＯＰ５０等において、⼈気のアーティスト等と肩を並 

べて紹介されている事実はないことから（甲４２、甲４３、甲４４、甲４５）、 

これらの事実に鑑みれば、仮に、８６件の検索結果数があるとしても、このこと 

が、⼤⼭⽒の活動の実績の⾼さを裏付けるものでないことは明らかです。 

  

（ウ）ＹｏｕＴｕｂｅでの検索結果及びチャンネル登録者数 

 ａ．資料５について 

 資料５には、主に、ＹｏｕＴｕｂｅにおける⼤⼭⽒に関する動画の再⽣回数が 

「４３０万回」であることが⽰されているところ、この再⽣回数は、その数だけ 
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をみれば、⼀⾒、⼤⼭⽒の実績の⾼さを裏付けるかのようにも思われますが、例 

えば、この再⽣回数を、上記⾳楽ランキングにランクされている他のアーティス 

ト等（⾼い実績を有する者）の動画再⽣回数と⽐べれば、この点における⼤⼭⽒ 

の実績の程度が⾼くないことは明らかです。 

 具体的にみると、上記「ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ ＨＯＴ１００ ２ 

０１９年」（甲９）の第２位にランクされている「あいみょん」のＹｏｕＴｕｂ 
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ｅでの動画再⽣回数は、「１億９３９２万９７１０回」、「６１３６万５０５３ 

回」（甲４６）、上記「オリコン年間シングルランキング ２０１９年度」（甲 

１４）の第９２位にランクされている「ＬｉＳＡ」のＹｏｕＴｕｂｅでの動画再 

⽣回数は、「４７５７万９３３８回」（甲４７）となっているところ、これらの 

動画再⽣回数と上記⼤⼭⽒の動画再⽣回数とを⽐較すれば、上記⼤⼭⽒の動画再 

⽣回数は、これらのわずか約「２％」から「９％」を占めるにすぎないことから 

、この割合の少なさからして、上記⼤⼭⽒の動画再⽣回数が、その実績の⾼さを 

裏付けるほどに多くないことは明⽩です。 

 したがって、このことからすると、「４３０万回」という動画の再⽣回数があ 

るからといっても、それは、他の実績のあるアーティスト等との⽐較からすれば 

、さほど⾼い実績とはいえないことから、この点における⼤⼭⽒の活動の実績の 

程度が⾼くないということは明らかというべきであります。 

 なお、資料５には、検索の結果として、その他にも⼤⼭⽒に関するいくつかの 

動画が⽰されているが、そこには、「４３０万回」以上再⽣された動画はないの 

であるから、⼤⼭⽒に関する複数の動画があるからといって、この点における⼤ 

⼭⽒の活動の実績の程度が⾼まるものではありません。 

  

 ｂ．資料６について 

 資料６には、ＹｏｕＴｕｂｅにおける「ＲＵＡＮＮ Ｃｈａｎｎｅｌ」のチャ 

ンネル登録者数が「５万１５００⼈」であることが⽰されているものの、このチ 

ャンネル登録者数は、ＹｏｕＴｕｂｅのチャンネル登録者数のＴＯＰ１００位（ 

⽇本の⾳楽分野のランキング）にランクされるほどの⼈数ではないことから（甲 

４８）、「５万１５００⼈」というチャンネル登録者数が、その実績の⾼さを裏 
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付けるほどに多くないことは明らかです（第１位のチャンネル登録者数は「５３ 

７万⼈」、第１００位のチャンネル登録者数は「４５．９万⼈」となっているこ 

とから、これらの⽐較より、「ＲＵＡＮＮ Ｃｈａｎｎｅｌ」のチャンネル登録 

者数が極めて少ないことがわかります）。 

 したがって、ＹｏｕＴｕｂｅにおける「ＲＵＡＮＮ Ｃｈａｎｎｅｌ」のチャ 

ンネル登録者数が「５万１５００⼈」であるということをもって、この点におけ 

る⼤⼭⽒の活動の実績の程度が⾼いということはできません。 

  

（エ）ＳＮＳのフォロワー数等 

 資料７及び８には、Ｔｗｉｔｔｅｒ及びＩｎｓｔａｇｒａｍにおけるフォロワ 

ー数（「ＲＵＡＮＮ」との名称からなる⼤⼭⽒のアカウントのフォロワー数）が 

、それぞれ「４万５２１６⼈」、「４万１０００⼈」であることが⽰されている 

ものの、これらのフォロワー数は、いずれも、Ｔｗｉｔｔｅｒ及びＩｎｓｔａｇ 

ｒａｍのフォロワー数ランキングにランクされるほどの⼈数ではないことから（ 

甲４９、甲５０）、「４万５２１６⼈」、「４万１０００⼈」というフォロワー 

数が、その実績の⾼さを裏付けるほどに多くないことは明らかです（Ｔｗｉｔｔ 

ｅｒにおける第１位のフォロワー数は約「７８５万⼈」、第１００位のフォロワ 

ー数は約「６６万⼈」、Ｉｎｓｔａｇｒａｍにおける第１位のフォロワー数は約 

「５１４万⼈」、第１００位のフォロワー数は約「２５万⼈」となっていること 

から、これらの⽐較より、上記⼤⼭⽒のアカウントのフォロワー数が極めて少な 

いことがわかります）。 

 したがって、上記⼤⼭⽒のＴｗｉｔｔｅｒ及びＩｎｓｔａｇｒａｍにおけるフ 

ォロワー数が、それぞれ「４万５２１６⼈」、「４万１０００⼈」であるという 

ことをもって、この点における⼤⼭⽒の活動の実績の程度が⾼いということはで 

きません。 

 なお、資料１７には、Ｔｗｉｔｔｅｒにおける「ＲＵＡＮＮ」との名称からな 

る⼤⼭⽒のアカウントへの投稿⽂等が⽰されているが、上記のとおり、このアカ 

ウントのフォロワー数は、その実績の⾼さを裏付けるほどに多いものではなく、 

また、⼤⼭⽒が「ＲＵＡＮＮ」との名称を⽤いてリリースした楽曲が、年間を通 
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じて継続的に⾳楽ランキングにランクされている事実がないことや⼥性歌⼿アー 

ティストの⼈気ランキングＴＯＰ５０等において、⼈気のアーティスト等と肩を 

並べて紹介されている事実がないこと等を踏まえると、資料１７に⽰される事実 

は、特段のお茶の間を賑わすような⽬⽴った話題とはいえないことから、これら 

の投稿⽂があるからといって、この点における⼤⼭⽒の活動の実績の程度が⾼ま 

るものではありません。 

  

（オ）新聞記事やメディアへの出演等 

 資料１４、１５には、⼤⼭⽒が「ＲＵＡＮＮ」との名称を⽤いてデビューした 

事実（新聞記事）や他のバンドのツアーに参加した事実、さらには、⼤⼭⽒が「 

ＲＵＡＮＮ」との名称でメディアに出演した事実（「※４」）等が⽰されている 

ところ、上記と同様、これらの事実が世間⼀般の話題となっているのであれば、 

その話題性から、⼤⼭⽒の「ＲＵＡＮＮ」との名称を⽤いてリリースした楽曲が 

、年間を通じて継続的に⾳楽ランキングにランクされたり、「ＲＵＡＮＮ」との 

シンガーソングライターが世間で注⽬のシンガーソングライター等として紹介さ 
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れたりしていると考えるのが⾃然です。 

 しかしながら、上記のとおり、⼤⼭⽒が「ＲＵＡＮＮ」との名称を⽤いてリリ 

ースした楽曲が、年間を通じて継続的に⾳楽ランキングにランクされている事実 

や⼥性歌⼿アーティストの⼈気ランキングＴＯＰ５０等において、⼈気のアーテ 

ィスト等と肩を並べて紹介されている事実等は存在しないことから、このような 

点に鑑みれば、資料１４、１５に記載の事実が、⼤⼭⽒の活動の実績の⾼さを裏 

付けるものでないことは明らかです。 

 よって、これらの事実をもって、この点における⼤⼭⽒の活動の実績の程度が 

⾼いということはできません。 

 なお、資料９は、韓国語で記載されているものであることから、これが、⼤⼭ 

⽒の⽇本における活動の事実を裏付ける証拠にならないことは明らかです、よっ 

て、本件では、⼤⼭⽒の活動の実績の程度を測るうえで、資料９を考慮する必要 

はありません。 
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「※４」 

 ⼤⼭⽒が出演した、２０１９年９⽉６⽇放送の「テレビ東京 流派－Ｒ」は、 

この週の視聴率ランキングにはランクされていないことから（甲５１）、⼤⼭⽒ 

が、この番組を通じて、多く者に視聴されたとは考えられません。また、⼤⼭⽒ 

が出演した、ＢＳテレ東２０１９年１０⽉６⽇オンエアーの「スタートアップ」 

及び２０１８年１１⽉２０⽇配信のスペースシャワーＴＶは、いずれも、地上波 

放送ではないことから、これらの番組の視聴者は、地上波の放送の視聴者に⽐べ 

て、より限定されるとみるのが⾃然です。よって、これらの番組でも、⼤⼭⽒が 

多くの者に視聴されたと考えることはできません。 

  

（カ）⼩括 

 以上のとおり、資料１〜１７や参考情報に⽰される事実（活動の事実）は、そ 

の活動の実績の程度を測る指標との⽐較等を⾏えば、いずれも、⾼い実績を有す 

るものとはいえないことから、これらの点に鑑みれば、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字 

が、⼤⼭⽒が活動する⾳楽関連の業界（本願商標の指定商品役務の分野）はもち 

ろんのこと、これを超えて、広く多くの者に、「⼤⼭琉杏⽒の略称」として知ら 

れているということはできません（なお、上記活動の事実以外の⼤⼭⽒の活動を 

調べるも、ＴＶ等への継続的な出演や全国公演等の⽬⽴った話題はありませんで 

した）。 

 よって、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字が、広く多くの者に「⼤⼭琉杏⽒の略称」と 

して知られているとはいえない以上、これが、⼤⼭⽒の著名な略称でないことは 

明らかです（当然、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字が、上記刊⾏物等提出書において⼤ 

⼭⽒が主張する「著名な芸名」にあたらないことは明らかです。また、以上の⼤ 

⼭⽒の実績の低さ等からすれば、この⽂字が、周知性すら有しないことは容易に 

理解されるところであります）。 

  

 ウ．審査官殿の著名性に関するご認定について 

 本件拒絶理由通知書の内容からすると、審査官殿は、⼤⼭⽒が「ＲＵＡＮＮ」 

との名称を⽤いてリリースした楽曲の⼀部（４曲）が、アニメやドラマ等の主題 
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歌等に採⽤されたという事実（４件の参考情報）を重視して、「ＲＵＡＮＮとの 

⽂字は、⼥性シンガーソングライターである⼤⼭⽒の著名な略称を表したもので 

ある」とご認定されたものと思われます。 

 しかしながら、これらの楽曲がアニメやドラマ等の主題歌等に採⽤されたとし 

ても、これらのアニメやドラマ等の視聴者が当該主題歌等に⾼い関⼼を寄せてい 

るとはいえないことから（つまり、⼤⼭⽒のシンガーソングライターとしての活 

動の実績の程度は⾼いとはいえないことから）、参考情報に記載の事実をもって 

しても、「ＲＵＡＮＮとの⽂字が、⼥性シンガーソングライターである⼤⼭⽒の 

著名な略称を表したものである」ということはできません。 

 この点について具体的に説明すると、アニメやドラマ等の番組を観る者は、通 

常、その番組の主題歌等ではなく、その番組⾃体への関⼼の⾼さ故に、その番組 

を視聴すると考えるのが⾃然であることから、本来的にみて、その視聴者の多く 

が、その番組⾃体に加え、その主題歌等にも⾼い関⼼を寄せていると考えること 

はできません（つまり、視聴者の多くは、その番組の視聴の際に、その主題歌等 

を歌唱する者が「誰であるのか」との点までを具体的に認識して、これらの主題 

歌等を⽿にすることはないということです。実際に、番組の主題歌は聴いたこと 

があるが、具体的に「誰が歌っているのか」知らないことはよくあることであり 

ます）。 

 そのため、このような点からすれば、ある楽曲がアニメやドラマ等の番組の主 

題歌等に採⽤されたとしても、それだけでは、必ずしも、その視聴者の関⼼が当 

該主題歌等にあるとはいえないことから、視聴者の関⼼が当該主題歌等にあると 

いうためには、さらに、このことを⽰す（⼜は推測させる）特段の事情の存在が 

必要になるというべきであります。 

 そして、ここでいう特段の事情とは何か、その内容について考察すると、視聴 



/

者が、その番組の視聴を通じて、その主題歌等にも関⼼を寄せるのであれば、視 

聴者は、より積極的に、その番組の情報（エンディングロールやネット情報等） 

から、主題歌等の歌唱者を特定し、その楽曲のＣＤ等を購⼊すると考えるのが⾃ 

然です。そして、この楽曲のＣＤ等の売上は、最終的に「楽曲の売上実績」とい 

うかたちで継続的に⾳楽ランキングに反映されることから、これらの点を総合す 
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れば、視聴者の、その主題歌等に対する関⼼の⾼さは、⾳楽ランキングの状況に 

よって測ることができるといえます。よって、ここでいう特段の事情とは、視聴 

者の、その主題歌等に対する関⼼の⾼さを⽰す（⼜は推測させる）⾳楽ランキン 

グの状況であると考えることができます。 

 そこで、改めて、参考情報に⽰される主題歌等（⼤⼭⽒の楽曲）の⾳楽ランキ 

ングの状況（上記特段の事情）についてみると、本件では、上記のとおり、これ 

らの主題歌等が、年間を通じて継続的に⾳楽ランキングにランクされたという特 

段の事情はないのであるから、これらのアニメやドラマ等を視聴する者の、その 

主題歌等に対する関⼼は本来的に低いという他ありません。 

 したがって、このことからすれば、⼤⼭⽒が「ＲＵＡＮＮ」との名称を⽤いて 

リリースした楽曲の⼀部（４曲）が、アニメやドラマ等の主題歌等に採⽤された 

といっても、実際には、これらの視聴者が、そのアニメやドラマ等の視聴の際に 

、その主題歌等を歌唱するものが「ＲＵＡＮＮ」との名称からなるシンガーソン 

グライターであると具体的に認識することはないのであるから、この点における 

⼤⼭⽒の活動の実績が広く多くの者に知られている（実績の程度が⾼い）もので 

ないことは明らかです。よって、参考情報に記載の事実をもってしても、「ＲＵ 

ＡＮＮ」との⽂字が、⼤⼭⽒の著名な略称であるということはできません。 

 なお、このことは、「Ｕ－ＫＩＳＳ」（⾳楽グループの名称）の商標の識別⼒ 

が争われた事案（拒絶査定不服審判 審決⽇２０１３年５⽉２３⽇）において、 

同時期に、「Ｕ－ＫＩＳＳ」の楽曲が、２０１３年１⽉のＮＨＫドラマの主題歌 

に採⽤された事実があるにもかかわらず（甲３８）、「Ｕ－ＫＩＳＳ」の楽曲が 

当時のオリコン等の⾳楽ランキングの上位にランクされていない事実を主な理由 

として、「Ｕ－ＫＩＳＳ」の周知著名性が否定されていることからしても容易に 

理解されるところであります（甲２）。 

  

（３）本願商標の識別⼒ 

 上記のとおり、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字は、⼥性シンガーソングライターであ 

る⼤⼭⽒の著名な略称を表したものではないことから、本願商標に接する需要者 

が、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字からなる本願商標をみて、これを⼥性シンガーソン 
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グライターである⼤⼭⽒の略称と理解認識することはなく、むしろ、需要者は、 

これをみて、特定の意味合いを表すことのない⼀種の造語（甲５２）と理解認識 

するものと考えるのが⾃然です。 

 したがって、本願商標を、審査官殿が指摘する商品等（「録⾳⼜は録画済みの 

コンパクトディスク・ビデオディスク及びＤＶＤ」等）に使⽤したとしても、需 

要者は、当該商品等に係る収録曲を歌唱、演奏する者が「ＲＵＡＮＮとの略称か 

らなる⼤⼭⽒」であると理解認識することはないといえることから、本願商標が 

、これらの指定商品等との関係において、⾃他商品役務の識別標識としての機能 

を発揮することは明らかです。 

 よって、本願商標は、商標法第３条第１項第３号に該当するものではありませ 

ん。 

  

２．本件拒絶理由２について 

 上記のとおり、本願商標は、上記指定商品等との関係において、⾃他商品役務 

の識別標識としての機能を発揮するものであることから、これを、その指定商品 

等である「録⾳⼜は録画済みのコンパクトディスク・ビデオディスク及びＤＶＤ 

」等に使⽤したとしても、本願商標が、その商品の品質や役務の質の誤認を⽣じ 

させるおそれはないというべきであります。 

 したがって、本願商標は、商標法第４条第１項第１６号に該当するものではあ 

りません。 

  

３．本件拒絶理由３について 

 上記のとおり、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字は、⼥性シンガーソングライターであ 

る⼤⼭⽒の著名な略称を表したものではないことから、「ＲＵＡＮＮ」との⽂字 

からなる本願商標が、商標法第４条第１項第８号に該当しないことは明らかであ 

ります。 

  

第３．結語 

 以上より、本願商標は、本件拒絶理由１乃⾄３には該当しないものであります 
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から、再度ご審査の上、登録査定を賜りますよう、お願い申し上げる次第でござ 



/

います。 

                                  以上 

  

【証拠⽅法】     甲第 １号証 ⼤阪地裁平２５年（ワ）１２７号 判決 

           甲第 ２号証 不服２０１２－１９１０６商標審決公報 

           甲第 ３号証 平成１０年１５８６４号 商標審決公報 

           甲第 ４号証 不服２０１０－ ９３４４商標審決公報 

           甲第 ５号証 ｂｉｌｌｂｏａｒｄランキング２０１５ 

           甲第 ６号証 ｂｉｌｌｂｏａｒｄランキング２０１６ 

           甲第 ７号証 ｂｉｌｌｂｏａｒｄランキング２０１７ 

           甲第 ８号証 ｂｉｌｌｂｏａｒｄランキング２０１８ 

           甲第 ９号証 ｂｉｌｌｂｏａｒｄランキング２０１９ 

           甲第１０号証 オリコンシングルランキング ２０１５ 

           甲第１１号証 オリコンシングルランキング ２０１６ 

           甲第１２号証 オリコンシングルランキング ２０１７ 

           甲第１３号証 オリコンシングルランキング ２０１８ 

           甲第１４号証 オリコンシングルランキング ２０１９ 

           甲第１５号証 オリコンアルバムランキング ２０１５ 

           甲第１６号証 オリコンアルバムランキング ２０１６ 

           甲第１７号証 オリコンアルバムランキング ２０１７ 

           甲第１８号証 オリコンアルバムランキング ２０１８ 

           甲第１９号証 オリコンアルバムランキング ２０１９ 

           甲第２０号証 オリコンシングルランキング 本年１⽉ 

           甲第２１号証 オリコンシングルランキング 本年２⽉ 

           甲第２２号証 オリコンシングルランキング 本年３⽉ 

           甲第２３号証 オリコンシングルランキング 本年４⽉ 

           甲第２４号証 オリコンシングルランキング 本年５⽉ 

           甲第２５号証 オリコンシングルランキング 本年６⽉ 
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           甲第２６号証 オリコンアルバムランキング 本年１⽉ 

           甲第２７号証 オリコンアルバムランキング 本年２⽉ 

           甲第２８号証 オリコンアルバムランキング 本年３⽉ 

           甲第２９号証 オリコンアルバムランキング 本年４⽉ 

           甲第３０号証 オリコンアルバムランキング 本年５⽉ 

           甲第３１号証 オリコンアルバムランキング 本年６⽉ 

           甲第３２号証 ｍｏｒａ ２０１５ランキング     

           甲第３３号証 ｍｏｒａ ２０１６ランキング     

           甲第３４号証 ｍｏｒａ ２０１７ランキング     

           甲第３５号証 ｍｏｒａ ２０１８ランキング     

           甲第３６号証 ｍｏｒａ ２０１９ランキング     

           甲第３７号証 ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ２０１８年１２⽉ 

           甲第３８号証 Ｕ－ＫＩＳＳの紹介サイト等      

           甲第３９号証 Ｇｏｏｇｌｅ担当者の回答ページ    

           甲第４０号証 Ｇｏｏｇｌｅの検索結果に関するページ 

           甲第４１号証 「ＲＵＡＮＮ」のＧｏｏｇｌｅ検索結果 

           甲第４２号証 ⼥性歌⼿アーティストの⼈気ランキング 

           甲第４３号証 ⼥性シンガーがすごい、と題するサイト 

           甲第４４号証 ⼥性ソロ歌⼿の⼈気ランキング     

           甲第４５号証 ⼥性ソロアーティスト⼈気ランキング  

           甲第４６号証 あいみょんのＹｏｕＴｕｂｅのページ  

           甲第４７号証 ＬｉＳＡのＹｏｕＴｕｂｅのページ   

           甲第４８号証 ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数ランキング   

           甲第４９号証 Ｔｗｉｔｔｅｒフォロワー数ランキング 

           甲第５０号証 インスタグラムフォロワー数ランキング 

           甲第５１号証 ビデオリサーチ 週間⾼世帯視聴率番組 

           甲第５２号証 英辞郎「ＲＵＡＮＮ」検索結果 

【その他】      証拠⽅法として提出する甲第１号証乃⾄甲第５２号証の 

           写しは、同⽇付け提出の⼿続補⾜書により提出いたしま 
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           す。 


